
○輪島市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例 

(平成 18年 2月 1日条例第 178号) 

改正 平成 20年 9月 18日条例第 36号 平成 25年 6月 25日条例第 34号 

令和 3年 3月 24日条例第 21号 
 

 

 

(目的) 

第 1条 この条例は、市の区域内(以下「市内」という。)における企業の立地を促進す

るとともに、産業の振興及び雇用の拡大を図り、もって市の経済の健全な発展及び市民

の福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 

(定義) 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 対象施設 別表に定める施設のほか、市の経済の発展に寄与するものとして市長

が特に認めたものをいう。 

(2) 企業 会社法(平成 17年法律第 86号)第 2条第 1号に規定する会社であって、か

つ、営利の目的をもって事業を営む法人をいう。 

(3) 投資額 対象施設の新設又は増設に要する費用であって、次に掲げるものをい

う。 

ア 地方税法(昭和 25年法律第 226号)第 341条に規定する土地、家屋及び償却資産

の取得費 

イ 市の区域外からの移転費 

ウ 電気施設の設置に係る負担金 

エ 家屋等の改修費 

(4) 新設 市内に対象施設を有しない企業が、市内に新たに対象施設を設置すること

をいう。 

(5) 増設 市内に対象施設を有する企業が、事業を拡大する目的で当該対象施設を拡

大し、又は新たに設置すること(事業を拡大するため、対象施設を市内に移転するこ

とを含む。)をいう。 

(6) 常用雇用者 市内に住所を有する者であって、新設又は増設に係る対象施設にお

いて、常時雇用されるもの(雇用保険法(昭和 49年法律第 116号)第 4条第 1項に規

定する被保険者に限る。)をいう。 



 

(助成企業の指定) 

第 3条 市長は、企業が対象施設を新設し、又は増設しようとする場合において、当該

対象施設が第 1条の目的の達成に寄与し、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認め

られるときは、助成金を交付することができる企業として、対象施設の設置ごとに指定

することができる。 

(1) 投資額が 2,000万円以上であること。 

(2) 操業開始後における常用雇用者の純増数が 2人以上であること。 

(3) 環境の保全に配慮されたものであること。 

2 市長は、前項の規定により指定するときは、条件を付することができる。 

3 第 1項の規定による指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長

に申請しなければならない。 

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、指定の可

否を決定するものとする。 

 

(助成金の交付) 

第 4条 市長は、前条の規定により指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対

して、投資額の 100分の 20(石川県の区域外からの本社移転を伴う場合にあっては、10

0分の 25)に相当する額に常用雇用者の純増数 1人につき 50万円を乗じて得た額を加

算した額又は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額のいず

れか低い額の範囲内で助成金を交付することができる。 

(1) 常用雇用者の純増数が 2人以上 5人未満の場合 2,000万円 

(2) 常用雇用者の純増数が 5人以上 10人未満の場合 5,000万円 

(3) 常用雇用者の純増数が 10人以上 30人未満の場合 1億円 

(4) 常用雇用者の純増数が 30人以上の場合 2億円 

 

(交付の決定等) 

第 5条 指定企業が助成金の交付を受けようとするときは、操業を開始した日から起算

して 180日以内に規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。 

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を調査し、助成金の

交付の可否及びその額を決定するものとする。 

 



(指定の取消し等) 

第 6条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、第 3条第 4項の規

定による指定若しくは前条第 2項の規定による決定又はその両方を取り消すことができ

る。 

(1) 第 3条第 1項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。 

(2) 第 3条第 2項に規定する指定の条件に違反したとき。 

(3) 前条第 1項に規定する申請を行わなかったとき。 

(4) 助成金の交付を受けた日から 3年を経過する日までに、著しく事業を縮小し、休

止し、又は廃止したとき。 

(5) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

2 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されてい

るときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 

(報告及び立入検査) 

第 7条 市長は、この条例の施行に必要な範囲において、指定企業に対して事業に関し

報告を求め、又は当該職員に当該指定に係る対象施設に立ち入り、関係帳簿等を調査さ

せ、若しくは関係者に質問させることができる。 

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者に提示しなければならない。 

3 第 1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

 

(輪島市臨空産業団地における土地の減額譲渡) 

第 8条 市長は、第 1条に規定する目的を達成するために必要があると認めるときは、

輪島市臨空産業団地において対象施設を新設し、又は増設しようとする企業に対し、当

該地区内の土地を時価よりも低い価格で譲渡することができる。 

 

(奨励措置) 

第 9条 市長は、企業の立地を促進するため、企業に対して土地のあっせん等を行うこ

とができる。 

 

(委任) 



第 10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 18年 2月 1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の輪島市企業立地の促進及び雇用の拡大に

関する条例(平成 11年輪島市条例第 24号)の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成 20年 9月 18日条例第 36号) 
 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 25年 6月 25日条例第 34号) 
 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(令和 3年 3月 24日条例第 21号) 
 

(施行期日) 

1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例による改正後の輪島市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例の規定

は、この条例の施行の日以後に指定を受けた企業について適用し、同日前に指定を受け

た企業については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表(第 2条関係) 

対象施設 

区分 備考 

工場  物を製造し、又は加工するために作業を行う施設をいう。 

試験研究施設  自然科学等に関する基礎研究、応用研究又は開発研究を行うものをい

う。 

物流施設  全国的な広域物流ネットワークの中核的拠点となる施設であって、物

資の流通の過程における簡易な加工を行うものをいう。 

農林水産物等

販売施設 

 市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しく

は材料として製造し、加工し、若しくは調理したものを販売することを

目的とする施設であって、加工を行うものをいう。 

植物工場  施設内で植物の生育環境を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境

及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御と生育予測を行

うことにより、野菜等の植物の計画生産が可能な施設をいう。 

本社機能移転

施設 

 企業の経営を推進するため組織全体の管理統括業務を行うものとし

て、経営意思決定、経営資源管理、研究開発、国際事業及び情報処理の

機能のいずれかを有する施設(工場又は地域を管轄する営業所等を除

く。)をいう。 

旅館業の施設  旅館業法(昭和 23年法律第 138号)第 2条第 2項に規定する旅館・ホ

テル営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23

年法律第 122号)第 2条第 6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を除

く。)の用に供する施設をいう。 

観覧施設  歴史、芸術、民族、自然科学等に関する資料を展示する施設をいう。 

飲食サービス

業の施設 

 統計法(平成 19年法律第 53号)第 2条第 9項に規定する統計基準であ

る日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に規定する食

堂、レストラン及び専門料理店をいう。 

情報通信業の

施設 

 日本標準産業分類に規定するソフトウェア業、情報処理・提供サービ

ス業、インターネット附随サービス業及び映像情報制作・配給業の用に

供する施設をいう。 

専門・技術サ

ービス業の施

設 

 日本標準産業分類に規定するデザイン業、建築設計業及び機械設計業

の用に供する施設をいう。 

 

 

 

 



○輪島市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例施行規則 

(平成 18年 2月 1日規則第 148号) 

改正 平成 30年 4月 1日規則第 20号 平成 31年 3月 29日規則第 27号 

令和 3年 3月 31日規則第 12号 
 

 

 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、輪島市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例(平成 18年輪

島市条例第 178号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 

(定義) 

第 2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

 

(指定の申請) 

第 3条 条例第 3条第 3項の規定による申請は、対象施設を新設し、又は増設するため

の工事(以下「工事」という。)に着手しようとする日の 30日前までに、助成対象企業

指定申請書(様式第 1号)により行わなければならない。 

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び市長が必要と認める書類を添付しなければな

らない。 

(1) 対象施設の位置及び配置図 

(2) 商業登記に係る履歴事項全部証明書 

(3) 直近 3事業年度分の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書 

(4) 企業の沿革及び現況を記載した書類 

 

(対象施設の移転等) 

第 4条 市内に既に対象施設を操業していた者が、事業を拡大するため、既存の対象施

設を売却して新たに対象施設の設置を行う場合にあっては、新たな対象施設の設置に要

する投資額から、既存の対象施設を売却した価格を控除するものとする。 

 

(指定の通知) 

第 5条 市長は、条例第 3条第 4項の規定により指定の可否を決定したときは、助成対

象企業指定(不指定)決定通知書により当該企業に通知するものとする。 



 

(変更事項の申請) 

第 6条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく助成対象企業指

定変更申請書(様式第 2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 第 3条の申請書に記載した操業開始予定日を 1年以上遅延するとき。 

(2) 第 3条の申請書に記載した投資額の 3割を超える増減があるとき。 

(3) その他重大な変更事項が生じたとき。 

2 前項の変更申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

 

(地位の承継) 

第 7条 指定企業の地位は、合併その他特別な理由がある場合に限り承継することがで

きる。 

2 指定企業の地位を承継しようとする者は、あらかじめ助成対象企業承継承認申請書

(様式第 3号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。 

3 前項の承継承認申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

 

(工事着手の届出) 

第 8条 指定企業は、工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届出書(様式第 4号)を

市長に提出しなければならない。 

 

(事業開始の届出) 

第 9条 指定企業は、操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届出書(様式第 5号)を

市長に提出しなければならない。 

 

(事業廃止等の届出) 

第 10条 指定企業は、対象施設を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく対象施設廃止

(休止)届出書(様式第 6号)を市長に提出しなければならない。 

 

(助成金の交付の申請) 

第 11条 条例第 5条第 1項の規定による申請は、助成金交付申請書(様式第 7号)により

行わなければならない。 

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 



 

(助成金の端数処理) 

第 12条 条例第 5条第 2項の規定により交付する助成金の額を定める場合において、千

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てることとする。 

 

(助成金の交付の決定通知) 

第 13条 市長は、条例第 5条第 2項の規定により交付又は不交付の決定をしたときは、

助成金交付(不交付)決定通知書により当該企業に通知するものとする。 

 

(助成金の交付方法) 

第 14条 助成金は、交付を決定した年度にその全部を交付する。ただし、市長がやむを

得ないと認めるときは、交付を決定した年度にその 2分の 1以内を交付し、翌年度に残

余を交付する。 

 

(業務状況の報告) 

第 15条 助成金の交付を受けた企業は、操業を開始した日以後 3年間、会社法(平成 17

年法律第 86号)第 435条の規定による計算書類を作成したときは、市長に提出しなけ

ればならない。 

 

(輪島市補助金等交付規則の準用) 

第 16条 条例及びこの規則で定めるもののほか、助成金の交付、決定、返還その他に関

しては、輪島市補助金等交付規則(平成 30年輪島市規則第 19号)の規定を準用する。 

 

(雑則) 

第 17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 18年 2月 1日から施行する。 

(経過措置) 



2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の輪島市企業立地の促進及び雇用の拡大に

関する条例施行規則(平成 11年輪島市規則第 8号)の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成 30年 4月 1日規則第 20号) 
 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 31年 3月 29日規則第 27号) 
 

この規則は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 3年 3月 31日規則第 12号) 
 

この規則は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 


